
 

令和７・８年度入札参加資格審査  
申請の手引き（県外建設業者用） 

～ 電子での申請をされる方へ ～ 

 

電子申請を行う際の添付書類リスト 

様 式 

□ 様式５ 資本・人的関係のある関連業者届出調書 

 

□ 添付書類 和歌山県税に未納がないことの誓約書 兼 情報提供の同意書（※該当する場合のみ） 

 

写 し 

□ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書 

 

□ 総合評定値通知書 

 

□ 消費税及び地方消費税の納税証明書 
※令和６年１０月１日以降の証明日のもの 
→下記いずれか 

・その３   … 要 税目指定 

・その３の２ … 個人用 

・その３の３ … 法人用 

 

 

 

 

 

～以下、該当する場合のみ～ 
 
□ ISO 9000 

 

□ ISO 14000 シリーズの認証を証する書面 

 

□ 工場従業員 21 名分の常勤性確認書類 
→下記いずれか 
・社保標準報酬通知 

・健保被保険者証 

・住民税特徴通知 

 

□ 営業所一覧  
※契約先営業所及び県内営業所が申請内容に含まれる場合 

 

□ 委任状（押印不要） 
※契約等を営業所に委任する場合 

※代理申請を行う場合  

写  真 

□ 県内営業所（※該当する場合のみ） 

→□ 外観…看板、建設業許可標識が確認できる 

→□ 内部…机、椅子及び帳簿が確認できる 

 

□ 工場の写真（※該当する場合のみ） 

→□ 外観…看板が確認できる 

→□ 内部…製造現場が確認できる 

 

 

和歌山県 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課 

（ 建設業班 TEL:073-441-3070 ） 
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１ 入札参加資格審査 

   和歌山県が発注する建設工事の入札への参加を希望する方は、入札参加資格審査の申請を行い、

資格の認定を受ける必要があります。 

   電子申請サービス（LoGo フォーム）の入力方法については、この手引きの「10 入札参加資格審

査の電子申請の入力要領」に従って入力してください。 

   また、申請に際しては、添付していただく書類もありますので、同じくこの手引きの「8 申請に

必要な添付書類」に従ってください。 

 

２ 入札参加に必要な資格 

   審査を受けるためには、次に掲げる（１）から（17）のいずれにも該当しない者であることが要

件となります。 

（１）申請する業種について、和歌山県と契約する営業所で建設業法の許可を受けていない者 

（２）申請時点で有効な経営事項審査を受審していない者 

（３）競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（被補助人又は未成年者であって、契約締 

結のために必要な同意を得ているものは除く。）及び破産者で復権を得ない者 

（４）次のアからカまでのいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者 

   ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し 

くは数量に関して不正な行為をした者 

   イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、 

若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽 

の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ 上記アからカまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行 

に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

（５）消費税及び地方消費税、並びに和歌山県内に営業所のある者にあっては和歌山県税に未納が 

ある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続の開始が決定された者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の開始が決定された者を除く。） 

（６）申請者、申請者の役員等、法施行令第３条に規定する使用人及び法定代理人（法定代理人が法

人の場合は、その役員等）において、暴力団関係者等又は暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者との関わりが認められる者 

    なお、役員等とは法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の１００分の５以上を有する

株主若しくは出資の総額の１００分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限

る。）をいう。 

（７）審査対象となる経営事項審査に係る総合評定値通知書の受審業種において、平均完成工事高が

２５０万円以下の者 

（８）雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入である者（法令の規定により適用除外とされる

者を除く） 

（９）経営状況が著しく不健全であると認められる者 

（10）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てを行っている者又は申立てをなされている者及び

民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てを行っている者又は申立てをなされている者で、こ

れらの開始が決定されていない者 

（11）入札参加資格審査申請書又はこれの添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重

要な事実について記載をしなかった者 

（12）主たる営業所又は和歌山県内で建設業許可を受けた従たる営業所を有する場合その営業所が次
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のアからコに定める基準を満たさない場合で県の指導に従わない者 

  ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第４０条に規定する標識を公衆の見やすい場所に掲

示している。 

  イ 建設業法第４０条の３に規定する帳簿を整備して保存している。 

  ウ 不適切な転送を行っていない電話を有している。 

  エ 特定の目的のため臨時で置かれる工事事務所、作業所等又は単なる事務連絡のために置かれ

ている事務所ではない。 

  オ 机、椅子を設置している。 

  カ トイレ、水道施設、電気設備（照明）、パソコン等を設置している。 

  キ 営業（接客、契約等）を行うための場所（スペース）を有している。 

  ク 営業（接客、契約等）を行うための備品を有している。 

  ケ 屋外に商号又は屋号を掲載した看板を掲げている。 

  コ 営業所が独立性を有していること。 

  （注）オからクについては各々の要件を満たしていない場合に、真にやむを得ない理由があると技

術調査課長が認めた場合は、要件を満たした営業所とみなすことができる。 

（13）申請者又はその役員等が法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴をされ、刑が確定

し、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者 

（14）和歌山県内の公共機関（刑法（明治４０年法律第４５号）第１９８条の規定する贈賄罪が成立

する全ての機関をいう。）が執行する入札に関して、職員に脅迫的な言動をする者又は暴力を用

いる者 

（15）和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いるなどして入札制度の信

用を毀損する者 

（16）前２号のいずれかに該当した後、審査基準日時点で１年を経過しない者 

（17）（６）又は（11）に該当することを理由に競争入札の参加資格を取り消された後、その取消し

の日から５年を経過しない者 

  

３ 受付期間及び申請方法 

（１）受付期間 

定期受付：令和７年１月７日（火）から令和７年１月２８日（火）までの間 

   追加受付：令和８年１月１６日（金）から令和８年１月２９日（木）までの間 

 

（２）方法 

和歌山県電子申請サービス（LoGo フォーム）により行ってください。電子申請マニュアルは、

和歌山県技術調査課のホームページに掲載しています。 

申請時、設問事項等に該当しない場合（入力不要の場合）、設問等自体が表示されません。詳

しくは、ホームページ掲載している「電子申請入力の要領等」を確認してください。 

また、ファイル添付を求めておりますが、添付ファイルのサイズ制限により添付できなかった

もの（電子メール可としているものに限る。）については電子メールで送付してください。 

※添付ファイルのサイズ制限について、ファイル 10MB まで、添付ファイル合計で 100MB までし

か添付できません。 

 

 

 

 

  

 

 

電子メール

アドレス 

 
e0811004@pref.wakayama.lg.jp 

 

件名 

【県外建設業者】入札参加資格電子申請添付書類（○○） 

※〇〇は商号又は名称を記載 

例）【県外建設業者】入札参加資格電子申請添付書類（わかやま建設（株）） 
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４ 入札参加資格審査における審査基準日 

   定期受付：令和７年１月１日 

  追加受付：令和８年１月１日 

 

５ 対象となる経営事項審査総合評定値通知書 

   申請時点で有効なもの｛申請日から１年７か月以内の審査基準日のものであれば受け付けますが、

原則的に入札参加資格審査における審査基準日までに総合評定値が出ているもの（審査基準日が複

数ある場合は、直近のもの）｝を使用します。 

また、申請時点で有効期限が申請日から令和７年５月３１日（追加受付の場合は令和８年５月３

１日）までの場合や、まだ総合評定値が出ていない場合は、かわりに経営規模等評価申請書の控え

全部の写しを提出し、後日総合評定値が送付された後、速やかに提出してください。 

また、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況については、当該総合評定値通知書の写

しにて確認を行います（11 添付書類についてをご確認ください。）。 

 

６ 認定期間 

   定期受付：令和７年６月１日から令和９年５月３１日まで 

  追加受付：令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで 

 

７ 問い合わせ先 

   和歌山県 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課 建設業班  

                     TEL ０７３－４４１－３０７０ 

 

８ 申請に必要な添付書類 

① 資本・人的関係のある関連業者届出調書（様式 第５号） 

② 建設業法に基づく許可を受けたことを証する書面の写し 

③ 総合評定値通知書の写し 

④ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し（その３、その３の２又はその３の３のいずれ

か） 

 ＜以下は該当する場合のみ添付してください＞ 

⑤ 和歌山県税に未納がないことの誓約書 兼 情報提供の同意書について（添付書類） 

※行政書士に書類の作成を委任している場合でも、申請者本人が内容を確認してください。 

⑥ ISO9000 シリーズの認証取得を証明する書面の写し 

⑦  ISO14000 シリーズの認証取得を証明する書面の写し 

（⑥及び⑦は、建設業と関係のない業種で取得している場合は、加点対象となりません。） 

 ⑧ 和歌山県内に工場を設置している場合は、外観（看板）及び製造現場の写真（工場の  

案内などパンフレットでも代用可能）、並びに工場に勤務する常勤社員のうち２１名分の  

以下（ａ～ｃ）の書類のいずれかの写し 

 ａ 日本年金機構が発行する健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

   （算定基礎届を提出後に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者資格 

取得確認及び標準報酬決定通知書） 

 ※基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒塗り） 

を施してください。 

 ｂ 有効な健康保険被保険者証（ただし所属先がわかるもの） 

※保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒塗り）を施してくださ 

い。 
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 ｃ 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用） 

⑨ 和歌山県内に建設業法上の従たる営業所を有する場合は、外観の写真（看板、建設業許可標

識などが確認できるもの）及び営業所内部（机、椅子、帳簿など）の写真 

⑩ 主たる営業所以外を契約する営業所とする場合又は和歌山県内に営業所を有する場合は、

直近の営業所一覧｛建設業許可申請書の様式第１号の別紙二（１）又は（２）｝又は変更届

出書の写し（建設業法上の営業所の所在地等を記載しているもの) 

⑪ ②総合評定値通知書の写しにおける雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況が「未

加入」であった後に、当該未加入の保険について「加入」となった場合は、それぞれ当該事

実を証明する以下の書類も併せて、添付してください。 

雇用保険にあっては、「領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書」、又は「雇

用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）」のいずれか写しを、健康保険及び厚生

年金保険にあっては、「領収証書」、「社会保険料納入証明（申請）書」、又は「資格取得

確認及び標準報酬決定通知書」のいずれかの写しも併せて、添付すること。 

※健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等については、基礎年金番号、 

保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒塗り）を施してください。 

⑫ 委任状（契約等を支店長などに委任する場合）〔任意の様式で作成してください。〕 

          ※委任期間について、定期受付の場合は原則令和７年６月１日から令和９年５月３１日ま

で。追加受付の場合は原則令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで。  

提出先は、本手引きの「３ 受付期間及び申請方法」をご参照ください。 

   ⑬ 委任状（代理申請の場合）〔任意の様式で作成してください。〕 

 

 

９ 総合点数の算定方法 

   県外建設業者には、以下の（１）の客観点数に（２）～（７）の算定方法により算定した地方基

準点数を加えた総合点数を付与します。 

   

 

（１）経営事項審査の総合評定値の点数 

 

（２）和歌山県から受注した建設工事に係る工事成績 

    次の算式により業種ごとに算定した点数を配点します。なお、共同企業体（ＪＶ）に係る工事

成績評定点については、全構成員に対して算入します。 

  ア 算式 

     別表に掲げる工事成績評定点の平均点に応じた配点とします。 

イ 工事成績評定点 

     定期受付の審査基準日の前日までの２年間に竣工検査を受けた和歌山県発注工事の工事成績

評定点。ただし、当初の契約額が２５０万円以下の随意契約による工事を除きます。 

    ウ 平均点 

     工事成績評定点（工事が複数ある場合はそれらの和の合計点）をその工事件数で除した点 

    数とします（ただし、小数点以下第２位を四捨五入する）。 

      

     【別表】 

平 
均 
点 

 

54.5 
点未満 

 

54.5 
点以上 

55.5 
点未満 

55.5 
点以上 

56.5 
点未満 

56.5 
点以上 

57.5 
点未満 

57.5 
点以上 

58.5 
点未満 

58.5 
点以上 

59.5 
点未満 

59.5 
点以上 

60.5 
点未満 

60.5 
点以上 

61.5 
点未満 

61.5 
点以上 

62.5 
点未満 

62.5 
点以上

63.5 
点未満 

63.5 
点以上 

64.5 
点未満 

64.5 
点以上 

65.5 
点以下 

       
       
       
       
       
 配 

点 －60 －50 －45 －40 －35 －30 －25 －20 －15 －10 －5 0 

 

総合点数 ＝ 客観点数(１) ＋ 地方基準点数〔(２)＋(３)＋(４)＋(５)＋(６)＋(７)〕 
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平 
均 
点 

65.5 
点超 

66.5 
点以下 

66.5 
点超 

67.5 
点以下 

67.5 
点超 

68.5 
点以下 

68.5 
点超 

69.5 
点以下 

69.5 
点超 

70.5 
点以下 

70.5 
点超 

71.5 
点以下 

71.5 
点超 

72.5 
点以下 

72.5 
点超 

73.5 
点以下 

73.5 
点超 

74.5 
点以下 

74.5 
点超 

75.5 
以下 

75.5 
点超 

76.5 
点以下 

76.5 
点超 

77.5 
点以下 

配 
点 10 20 30 40 50 56 62 68 74 80 86 92 

 

平 
均 
点 

77.5  
点超 

78.5  
点以下 

78.5 
点超 

79.5 
点以下 

79.5 
点超 

80.5 

点以下 

80.5 
点超 

81.5 
点以下 

81.5 
点超 

82.5 

点以下 

82.5 
点超 

83.5 

点以下 

83.5 
点超 

84.5 

点以下 

84.5 
点超 

配 
点 98 104 110 116 122 128 134 140 

 

（３）和歌山県から受注した建設工事に係る高得点工事成績 

   定期受付の審査基準日の前日までの２年間に竣工検査を受けた和歌山県発注工事の工事成績評

定点（ただし、当初の契約額が２５０万円以下の随意契約による工事を除く。）が７５点以上あ

った場合、当該工事に係る業種について、２件を上限として１件につき３０点を加点します。 

（４）ISO9000 シリーズの認証取得 

   審査基準日時点で ISO9000 シリーズの認証を取得している場合、３０点を加点します。 

（５）ISO14000 シリーズの認証取得 

   審査基準日時点で ISO14000 シリーズの認証を取得している場合、３０点を加点します。 

（６）和歌山県内における建設業許可を受けた営業所の有無 

   審査基準日時点で、法第３条第１項で規定された営業所を和歌山県内に有している場合は、 

  ８０点を加点します。 

（７）和歌山県内での工場設置の有無 

   審査基準日時点で、次のア及びイの要件を満たした工場を和歌山県内に設置している場合は、 

  ８０点を加点します。 

  ア 工場に勤務する常勤で雇用された正社員が２１名以上であること。 

  イ 当該入札参加資格申請業者が有する建設業法で許可された業種に係る物品の製造や加工を 

   機械などを使用して継続的に行う施設であること。 

 

10 入札参加資格審査の電子申請の入力要領（県外建設） 

入力については、下表の各項目についての説明をお読みください。また、入力例は、ホームページに

掲載している「電子申請入力の要領等」を確認してください。 

設問 要領 

設問 

【１】 

申請事務担当者

（代行者）氏名 

 申請事務の内容を把握している方（当該申請についての問い合わせに

対応する方）の氏名を入力してください。 
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設問 

【２】 

申請事務担当者

（代行者）連絡先 

 申請事務の内容を把握している方（当該申請についての問い合わせに

対応する方）の連絡先を入力してください。 

設問 

【３】 

許可番号  建設業法の許可番号を入力してください。左二桁については、大臣・

知事コードです。大臣許可は「00」を、知事許可は主たる営業所の所在

地の都道府県コードになります。 

設問 

【４】 

許可年月日  許可年月日については、審査基準日時点のものを入力してください。 

設問 

【５】 

過去の許可番号

での契約経験 

 過去の許可番号での契約経験については、平成１２年４月１日以降、

現在の許可番号と異なる許可番号で本県と工事契約を締結したことが

ある場合はチェックをしてください。 

  当時の許可番号を入力してください。（大臣・知事コードと許可番号

を続けて８ケタの数字） 

設問 

【６】 

主たる営業所の

郵便番号 

 主たる営業所の所在地の郵便番号を入力してください。 

設問 

【７】 

主たる営業所の

所在地 

 主たる営業所の所在地の都道府県名から最後まで全て入力してくだ

さい。「丁目」及び「番地」の文字は「－」（ハイフン）を用いて入力

することにより省略してください。  

設問 

【８】 

商号又は名称  株式会社や有限会社は略さずそのまま入力してください。 
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設問 

【９】 

商号又は名称（フ

リガナ） 

 商号又は名称をカタカナで入力してください。 

設問 

【１０】 

個人法人区分  新規・法人から該当する方をチェックしてください。 

   法人番号を入力してください。 

設問 

【１１】 

代表者の役職名  代表者の役職名のみを入力してください。 

設問 

【１２】 

代表者氏名  代表者の氏名を入力してください。姓と名との間は１文字分あけてく

ださい。 

設問 

【１３】 

主たる営業所の

電話番号 

 総合評定値通知書に記載されている主たる営業所の電話番号を入力

してください。市外局番、市内局番及び番号との間は「－」（ハイフン）

で区切って入力してください。 

設問 

【１４】 

新規・継続区分  令和５・６年度（定期受付）及び令和６年度（追加受付）において、

和歌山県の入札参加資格が認定されていない場合は「新規」、認定され

ている場合は「継続」にチェックをしてください。 
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設問 

【１５】 

資格審査申請業

種 

入札参加を希望する業種にチェックを入れてください。ただし、希望

できる業種は、以下（①～③）のすべてを満たしている業種のみです。 

①契約しようとする営業所で、建設業許可を受けている業種であるこ

と。 

②入札参加資格審査の申請時点で有効な経営事項審査を受審している

業種であること。 

③審査対象となる経営事項審査に係る総合評定値通知書の受審業種に

おいて、平均完成工事高が２５０万円以下でないこと。 

設問 

【１６】 

地方基準点  和歌山県が発注した工事（当初の契約額が２５０万円未満の随意契約

を除く。）のうち、令和５年１月１日から令和６年１２月３１日の間（※）

に竣工検査を受けた工事があれば「令和５年１月１日から令和６年１２

月３１日までの間に竣工検査を受けた和歌山県発注工事（当初の契約額

が２５０万円未満の随意契約を除く。）が有る」にチェックをしてくだ

さい。 

※追加受付の場合も、同様に令和５年１月１日から令和６年１２月３１

日の間 

 ISO9000 シリーズの認証を取得している場合は「ＩＳＯ９０００シリ

ーズを取得している」にチェックをしてください。 

 ISO14000 シリーズの認証を取得している場合は「ＩＳＯ１４０００シ

リーズを取得している」にチェックをしてください。 

審査基準日時点で以下（①、②）の基準を満たした工場がある場合は

「和歌山県内に基準を満たした工場（※）が有る」にチェックをしてく

ださい。 

【基準】 

①工場に勤務する常勤で雇用された正社員が２１名以上である。 

②当該入札参加資格申請業者が有する建設業法で許可された業種に係

る物品の製造や加工を機械などを使用して継続的に行う施設である。 
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 建設業法に規定する営業所が和歌山県内にある場合は「和歌山県内に

営業所（建設業法規定）が有る」にチェックをしてください。 

設問 

【１７】 

社員数（工場）  工場に常勤で雇用された正社員の人数を記入してください。 

設問 

【１８】 

名称（工場）  工場の名称を入力してください。 

設問 

【１９】 

郵便番号（工場）  工場の所在地について、郵便番号を入力してください。 

設問 

【２０】 

住所（工場）  工場の所在地の都道府県名から最後まで全て入力してください。「丁

目」及び「番地」の文字は「－」（ハイフン）を用いて入力することに

より省略してください。 

設問 

【２１】 

電話番号（工場）  工場の電話番号を入力してください。市外局番、市内局番及び番号と

の間は「－」（ハイフン）で区切ってください。 

設問 

【２２】 

県内営業所の名

称 

 建設業法上の県内営業所の名称を入力してください。営業所の名称に

商号（又は名称）が含まれている場合は、商号（又は名称）を省略して

入力してください。 

設問 

【２３】 

県内営業所の名

称（フリガナ） 

 県内営業所の名称をカタカナで入力してください。 
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設問 

【２４】 

県内営業所の郵

便番号 

 県内営業所の郵便番号を入力してください。 

設問 

【２５】 

県内営業所所在

地 

 県内営業所の所在地の都道府県名から最後まで全て入力してくださ

い。「丁目」及び「番地」の文字は「－」（ハイフン）を用いて入力す

ることにより省略してください。また、ビル名、マンション名、その階

数、部屋番号等について、該当ある場合は入力してください。 

設問 

【２６】 

県内営業所代表

者の役職名 

 県内営業所代表者の役職名を入力してください。 

設問 

【２７】 

県内営業所の代

表者氏名 

 県内営業所代表者の氏名を入力してください。姓と名との間は１文字

分あけてください。 

設問 

【２８】 

県内営業所の電

話番号 

 県内営業所の電話番号を入力してください。市外局番、市内局番及び

番号との間は「－」（ハイフン）で区切ってください。 

設問 

【２９】 

県内営業所の建

設業許可業種 

 県内営業所において、建設業の許可を受けている業種にチェックをし

てください。 

設問 

【３０】 

契約しようとす

る営業所の状況 

 主たる営業所で契約する場合は「主たる営業所（設問【８】該当）」

に、県内営業所で契約する場合は「県内営業所（設問【２２】該当）」

に、それ以外の営業所で契約する場合は「それ以外の営業所」にチェッ

クをしてください。 

設問 

【３１】 

契約しようとす

る営業所の名称 

 契約しようとする営業所の名称を入力してください。営業所の名称に

商号（又は名称）が含まれている場合は、商号（又は名称）を省略して

入力してください。 
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設問 

【３２】 

契約しようとす

る営業所の名称

（フリガナ） 

 契約しようとする営業所の名称をカタカナで入力してください。 

設問 

【３３】 

契約しようとす

る営業所の郵便

番号 

 契約しようとする営業所の郵便番号を入力してください。 

設問 

【３４】 

契約しようとす

る営業所所在地 

 契約しようとする営業所の所在地の都道府県名から最後まで全て入

力してください。「丁目」及び「番地」の文字は「－」（ハイフン）を

用いて入力することにより省略してください。また、ビル名、マンショ

ン名、その階数、部屋番号等について、該当ある場合は入力してくださ

い。 

設問 

【３５】 

契約しようとす

る営業所代表者

の役職名 

 契約しようとする営業所の代表者の役職名を入力してください。 

設問 

【３６】 

契約しようとす

る営業所の代表

者氏名 

 契約しようとする営業所の代表者の氏名を入力してください。姓と名

との間は１文字分あけてください。 

設問 

【３７】 

契約しようとす

る営業所の電話

番号 

 契約しようとする営業所の電話番号を入力してください。市外局番、

市内局番及び番号との間は「－」（ハイフン）で区切ってください。 

設問 

【３８】 

契約しようとす

る営業所の建設

業許可業種 

 契約しようとする営業所において、建設業の許可を受けている業種に

チェックをしてください。 
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11 添付書類について 

添付書類については、下表の各項目についての説明をお読みください。 

添付書類 要領 

添付 

書類 

１ 

【様式第５号】

資本・人的関係

のある関連業

者届出調書 

 条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査申請

時及び資格認定後において、入札の適正さが阻害される恐れがある一定の

資本関係又は人的関係（以下、「支配関係等」という。）を有する複数の

申請者を把握するため、資本・人的関係のある関連業者届出調書（様式第

５号）を添付してください。 

 様式については、ホームページに掲載しております。 

組合等に係る

組合員名簿 

 複数の法人又は個人により構成される組合等については、申請時点の当

該組合等に係る組合員名簿を、様式第５号に併せて添付してください。 

添付 

書類 

２ 

【添付書類】和

歌山県税に未

納がないこと

の 誓 約 書  兼 

情報提供の同

意書について 

 行政書士に書類の作成を委任している場合でも、申請者本人が内容を確

認してください。 

 様式については、ホームページに掲載しております。 

添付 

書類 

３ 

建設業法に基

づく許可を受

けたことを証

する書面の写

し 

 審査基準日時点で有効な全ての建設業許可の通知書又は建設業許可証明

書の写し 
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添付 

書類 

４ 

総合評定値通

知書の写し 

 申請時点で有効なもの｛申請日から１年７か月以内の審査基準日のもの

であれば受け付けますが、原則的に入札参加資格審査における審査基準日

までに総合評定値が出ているもの（審査基準日が複数ある場合は、直近の

もの）｝を使用します。 

また、申請時点で有効期限が申請日から令和７年５月３１日（追加受付の

場合は令和８年５月３１日）までの場合や、まだ総合評定値が出ていない

場合は、かわりに経営規模等評価申請書の控え全部の写しを提出し、後日

総合評定値が送付された後、速やかに提出してください。提出先メールア

ドレス：e0811004@pref.wakayama.lg.jp 

添付 

書類 

５ 

消費税及び地

方消費税の納

税証明書の写

し 

 証明日が令和６年１０月１日以降のもの。 

（追加受付の場合は令和７年１０月１日以降） 

※他の様式（その１など）では受付できません。 

 

 電子納税証明書がスマーフォンからも取得できるようになりました。詳

細は下記 HP をご覧ください。 

 https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm 

添付 

書類 

６ 

ISO9000 シリー

ズの認証取得

を証明する書

面の写し 

 申請時点で有効なもの。また、有効期限が申請日から令和７年５月３１

日（追加受付の場合は令和８年５月３１日）までの場合は、更新後速やか

に提出してください。 

 建設業と関係のない業種等で取得している場合は、地方基準点数の加点

の対象とはなりません。 

添付 

書類 

７ 

ISO14000 シリ

ーズの認証取

得を証明する

書面の写し 

 申請時点で有効なもの。また、有効期限が申請日から令和７年５月３１

日（追加受付の場合は令和８年５月３１日）までの場合は、更新後速やか

に提出してください。 

 建設業と関係のない業種等で取得している場合は、地方基準点数の加点

の対象とはなりません。 

添付 

書類 

８ 

和歌山県内の

工場の看板の

写った外観の

写真等 

 看板の写った外観の写真です。なお、工場の案内などパンフレットでも

代用可能とします。 
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添付 

書類 

９ 

和歌山県内の

工場の製造現

場の写真等 

 製造現場の写真です。なお、工場の案内などパンフレットでも代用可能

とします。 

添付 

書類 

１０ 

和歌山県内の

工場に勤務す

る常勤社員の

常勤確認書類 

 以下（ａ～ｃ）のいずれかの書類の写しを提出してください。なお、２

２名以上勤務者がいる場合でも、２１名分のみの提出で構いません。 

ａ 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

（算定基礎届を提出後に加入した者については、健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書） 

※基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒

塗り）を施してください。 

ｂ 健康保険被保険者証（ただし所属先がわかるもの）（有効であるもの） 

※保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒塗り）を施し

てください。 

ｃ 住民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用） 

添付 

書類 

１１ 

和歌山県内営

業所の外観の

写真 

 外観の写真とは「看板、建設業許可標識等が確認できるもの」です。な

お、提出されない場合や営業所としての実態がない場合は入札参加資格が

認められません。 

添付 

書類 

１２ 

和歌山県内営

業所の内部の

写真 

 営業所内部の写真とは「机、椅子、帳簿等が確認できるもの」です。な

お、提出されない場合や営業所としての実態がない場合は入札参加資格が

認められません。 

添付 

書類 

１３ 

直近の営業所

一覧または変

更届出書の写

し 

 最新の建設業許可申請書の様式第１号の別表の写し（建設業法上の営業

所の所在地等を記載しているもの）契約しようとする営業所や県内営業所

確認のために必要です。主たる営業所以外を契約先としない及び和歌山県

内に建設業法上の営業所を有しない場合は、提出不要です。 
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添付 

書類 

１４ 

保険に加入し

ていることを

証明する書類 

【雇用保険】 

「領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書」、又は「雇用保険

被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）」のいずれかの写し 

【健康保険及び厚生年金保険】 

「領収証書」、「社会保険料納入証明（申請）書」、又は「資格取得確認

及び標準報酬決定通知書」のいずれかの写し 

 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号にはマスキング（黒塗り）を施

してください。 

添付 

書類 

１５ 

委任状（任意様

式） 

（主たる営業

所以外を契約

先としている） 

 契約等を支店長等に委任する場合必要です。様式は任意ですが委任者/

受任者氏名、委任事項及び委任期間（※１）は必ず入力してください。様

式は任意です。 

※１ 定期受付の場合は原則令和７年６月１日から令和９年５月３１日ま

で。追加受付の場合は原則令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで。 

添付 

書類 

１６ 

委任状（任意様

式） 

（行政書士に

書類申請等を

委任している） 

 様式は任意です。押印不要です。 

 

 

◎【様式 第５号】資本・人的関係のある関連業者届出調書 

条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査申請時及び資格認定後におい

て、入札の適正さが阻害される恐れがある一定の資本関係又は人的関係（以下、「支配関係等」とい

う。）を有する複数の申請者を把握するため、資本・人的関係のある関連業者届出調書（様式第５号）

の提出を求めます。 

 

（１）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができない。 

① 子会社等と親会社等の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

 
（２）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができない。 

① 一方の会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する

会社等をいう。以下同じ。）の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

ただし、会社等の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生

手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に

規定する更生会社をいう。以下同じ。）である場合は除く。 
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資本関係あり

人的関係あり

（親会社等、子会社等）

（役員等の兼任）

同一入札への参加を制限

×

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６

７条第１項の規定により選任された管財人をいう。以下同じ。）を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 

（３）その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合 

① 複数の法人又は個人により構成される組合等とその組合を構成する法人又は個人 

② その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

なお、一方の共同企業体の構成員と他方の共同企業体の構成員に資本関係又は人的関係がある場

合を含むものとする。 

＜ イメージ図 ＞

Ｂ 社 Ｃ 社

× ×

×

①親会社と

子会社の関係

Ｄ 社
③取締役兼任

②親会社が同じ

子会社同士

×
個人A

Ｂ 社 Ｃ 社

× ×

×

①’親会社等と

子会社等の関係

②’親会社等が同じ

子会社等同士

親会社等 Ａ 社

個人Aがそれぞれの議決権の

過半数を有する会社同士

子会社等
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○親会社等、子会社等の定義 

会社法第２条第３号の２に規定する子会社等及び第４号の２に規定する親会社等 

会社法（平成１７年法律第８６号）（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

三の二  子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 子会社（会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を

支配している法人として法務省令※１で定めるものをいう。） 

ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令※２で定めるもの 

四の二  親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 親会社（株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人とし

て法務省令※１で定めるものをいう。） 

ロ 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令※２で定める

もの 

※１ 会社法施行規則第３条 

※２ 会社法施行規則第３条の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ケース １ ＞

Ａ 社

Ｂ 社

Ｂ社の議決権

の過半数

個人Ａ

Ｂ 社

Ｂ社の議決権

の過半数

親会社等 子会社等

Ａ社
個人A

― Ｂ社

Ｂ社
Ａ社

個人A
―

Ａ社（又は個人Ａ）はＢ社の「親会社

等」、Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会

社等」

Ｂ 社

＜ ケース ２ ＞

Ａ 社

Ｃ 社

Ｃ社の議決

権の２割

Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会社等」

であり、親会社等であるＡ社（又は個人

Ａ）及び子会社等であるＢ社が、Ｃ社の

議決権の過半数（２割＋４割）を有するこ

とから、会社法第２条の規定により、Ａ社

（又は個人Ａ）はＣ社の「親会社等」と見

なされ、Ｃ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子

会社等」と見なされる。

Ｂ社の議決権の

過半数

Ｃ社の議決権の

４割

Ｂ 社

個人Ａ

Ｃ 社

Ｃ社の議決

権の２割

Ｂ社の議決権の

過半数

Ｃ社の議決権の

４割

親会社等 子会社等

Ａ社
個人Ａ

― Ｂ社、Ｃ社

Ｂ社
Ａ社

個人Ａ
―

Ｃ社
Ａ社

個人Ａ
―

＜ ケース ３ ＞

Ａ 社

Ｂ 社

Ｂ社の議決権

の過半数

Ｃ 社

Ｃ社の議決権

の過半数

Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会社等」であり、子

会社等であるＢ社がＣ社の議決権の過半数を有する

ことから、会社法第２条の規定により、Ａ社（又は個

人Ａ）はＣ社の「親会社等」と見なされ、Ｃ社はＡ社

（又は個人Ａ）の「子会社等」と見なされる。

個人Ａ

Ｂ 社

Ｂ社の議決権

の過半数

Ｃ 社

Ｃ社の議決権

の過半数

親会社等 子会社等

Ａ社
個人Ａ

― Ｂ社、Ｃ社

Ｂ社
Ａ社

個人Ａ
Ｃ社

Ｃ社
Ａ社、Ｂ社

個人Ａ
―
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Ａ 社 Ｂ 社

Ｂ 社

※民事再生手続開始決定済

取締役 ： a 氏
Ａ 社

Ａ 社 Ｂ 社

＜ ケース １ ＞

Ａ 社

取締役を兼任

Ｂ 社×

＜ ケース ２ ＞

役員兼任の対象外

○

＜ ケース ３ ＞

役員兼任の対象外

○
取締役 ： a 氏

代表取締役 ： b 氏 監査役 ： b 氏

取締役 ： a 氏代表取締役 ： a 氏

＜ ケース ５ ＞

管財人を兼任

（取締役 ： a 氏） （取締役 ： b 氏）
×

＜ ケース ４＞

役員と管財人を兼任

×Ａ 社 Ｂ 社
取締役 ： a 氏 管財人 ： a 氏

管財人 ： c 氏 管財人 ： c 氏

＜ ケース ６＞

Ａ 社 Ｂ 社
社外取締役 ： a 氏

取締役 ： a 氏 役員兼任の対象外

○

 ○役員の定義 

１ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

イ 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 

ロ 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

ハ 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

ニ 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと

されている取締役 

２ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３ 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員

（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除く。） 

４ 組合の理事 

５ その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者 

６ 会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人 

７ 委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

 ※監査役及び執行役員は「役員」の対象外。 
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○共同企業体の取り扱い 

企業体の構成員は、その企業体の実質的な入札価格の決定権を持つことから、以下の場合、どちら

かの共同企業体は、同一入札に参加できない。 

・ 資本関係又は人的関係のある会社同士が、互いに別の共同企業体の代表構成員である場合 

・ 一方がある企業体の代表構成員で、他方が別の企業体の代表構成員以外の構成員である場合 

・ 一方がある企業体の代表構成員以外の構成員で、他方が別の企業体の代表構成員以外の構成員

である場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ケース １ ＞

Ｙ 共同企業体
企業体とその構成員

Ａ 社
×

＜ ケース ２ ＞

＜ ケース ３ ＞

代表構成員 ： Ａ 社

構成員 ： Ｂ 社 Ｂ 社
企業体とその構成員

×

Ｙ 共同企業体
Ａ社とＣ社に資本又は人的関係

Ｃ 社

代表構成員 ： Ａ 社

構成員 ： Ｂ 社 Ｄ 社
Ｂ社とＤ社に資本又は人的関係

×

×

Ｙ 共同企業体

Ａ社とＥ社に資本又は人的関係

代表構成員 ： Ａ 社

構成員 ： Ｂ 社

× Ｚ 共同企業体

代表構成員 ： Ｅ 社

構成員 ： Ｆ 社

＜ ケース ４ ＞

Ｙ 共同企業体

Ａ社とＦ社に資本又は人的関係

代表構成員 ： Ａ 社

構成員 ： Ｂ 社

× Ｚ 共同企業体

代表構成員 ： Ｅ 社

構成員 ： Ｆ 社

＜ ケース ５ ＞

Ｙ 共同企業体

Ｂ社とＦ社に資本又は人的関係

代表構成員 ： Ａ 社

構成員 ： Ｂ 社

Ｚ 共同企業体

代表構成員 ： Ｅ 社

構成員 ： Ｆ 社

×
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○組合等の取り扱い 

組合等の代表者（会長や理事長、代表理事等）は、その組合における実質的な入札価格の決定権を

持つことから、資本関係又は人的関係のある会社同士が、互いに別の組合等の代表者である場合は、

どちらかの組合等は、同一入札に参加できない。ただし、組合等の代表者以外の構成員である場合は、

この制限の対象外。 
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○その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合の例 

＜ ケース １ ＞

M 社

＜ ケース ２ ＞

取締役 ： k 氏

個人事業 Ｋ

個人事業の事業主ｋが

M社の役員を兼任

×
個人事業主 ： k 氏

Ｎ 社

取締役 ： ｊ 氏

個人事業 Ｋ

個人事業の支配人ｊが

Ｎ社の役員を兼任

×
支配人 ： ｊ 氏

＜ ケース ３＞ 親会社等、子会社等の関係

R 社

取締役 ： s 氏

個人事業 Ｋ

個人事業の事業主ｋが

R社の議決権の過半数を有する

×
個人事業主 ： k 氏

 

 

◎【添付書類】和歌山県税に未納がないことの誓約書 兼 情報提供の同意書について 

和歌山県内に営業所（建設業法規定）が有る場合、添付してください。記載方法は以下のとおりで

す。 

※行政書士に書類の作成を委任している場合でも申請者本人が内容を確認してください。 

※様式は、ホームページに掲載しています。 

個人事業主 

「住民票記載の住所」を記入してください。 

「住民票記載の住所」と「主たる営業所の住所」が異なる場合

は、「主たる営業所の住所」も記入ください。 

法人 「登記簿記載の本店所在地」を記入してください。 

商号又は名称  「設問【８】」に該当するものです。 

代表者役職氏名 
法人の場合は「設問【１１】」及び「設問【１２】」、個人の

場合は「設問【１２】」に該当するものを記入してください。 
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12 申請後について    

入力内容又は添付書類に不備がある場合には、補正事項を記載したメールを送信しますので、指

示に従い補正を行ってください。期日までに補正がされない場合は、資格の認定ができないことが

ありますので、ご注意ください。申請受付後、審査の上、修正がなく、又は修正が完了したら登録

いただいたメールアドレスあてメールを送信します。 
 

  申請を行った後、主たる営業所等の商号・所在地・電話番号・代表者又は受任者等の変更があっ

た場合は、変更届を提出してください。様式は和歌山県ホームページに掲載しています。また、必

要な添付書類等についても和歌山県ホームページに掲載しています。 

 


